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町
で
は
、
河
川
な
ど
の
水
質
保
全
の

た
め
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
ま
た
は
単

独
処
理
浄
化
槽
を
合
併
処
理
浄
化
槽
に

転
換
す
る
場
合
等
に
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

▼
補
助
対
象
　
公
共
下
水
道
供
用
お
よ

び
認
可
区
域
外
の
一
般
住
宅
（
た
だ

し
、
併
用
住
宅
は
、
住
居
部
分
の
床

面
積
が
延
べ
床
面
積
の
2
分
の
1
を

超
え
る
も
の
）
で
、
く
み
取
り
式
ト

イ
レ
ま
た
は
単
独
処
理
浄
化
槽
を
合

併
処
理
浄
化
槽
に
転
換
す
る
場
合
等

で
、
国
の
基
準
に
該
当
す
る
10
人
槽

以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

※
既
存
の
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
ま
た
は

単
独
処
理
浄
化
槽
は
す
べ
て
撤
去
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

▼
補
助
額

※

実
際
の
費
用
が
上
限
金
額
を
下
回
る

場
合
は
、
か
か
っ
た
費
用
分
の
補
助
金

に
な
り
ま
す
。（
２
）、（
３
）に
つ
い
て
は
、

く
み
取
り
式
ト
イ
レ
ま
た
は
単
独
処
理

浄
化
槽
を
撤
去
し
、
合
併
処
理
浄
化
槽

を
設
置
す
る
こ
と
を
し
た
場
合
に
（
１
）

に
加
算
し
ま
す
。
建
物
の
新
築
、
全
面

改
築
の
場
合
は
加
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

【
浄
化
槽
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
】

　
浄
化
槽
の
正
常
な
機
能
を
保
つ
た
め

に
保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を

定
期
的
に
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

▼
保
守
点
検　
年
に
３
回
〜
４
回
の
保

守
点
検
が
必
要
で
す
。
県
に
登
録
し

て
い
る
保
守
点
検
業
者
に
委
託
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
清
　
掃　
毎
年
１
回
以
上
の
清
掃
が

必
要
で
す
。
許
可
清
掃
業
者
に
委
託

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
法
定
検
査　
毎
年
１
回
の
水
質
検
査

等
の
受
検
が
必
要
で
す
。
手
続
き
は

委
託
し
て
い
る
保
守
点
検
業
者
ま
た

は
栃
木
県
浄
化
槽
協
会
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　

◯
町
上
下
水
道
課
く
ら
し
給
排
水
係

　
☎
72‐

６
９
１
９

◯
栃
木
県
浄
化
槽
協
会　

　
☎
0
2
8‐

6
3
3‐

1
6
5
0

タ
ウ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス

子
育
て・

ほ
け
ん
だ
よ
り

生
涯
学
習
だ
よ
り

図
書
館
だ
よ
り

那
須
高
校
タ
イ
ム

カ
メ
ラ
ス
ケ
ッ
チ

み
ん
な
の
広
場

カ
レ
ン
ダ
ー

無
料
相
談
会・

消
費
の
豆
知
識

タ
ウ
ンinform

ation

合併処理浄化槽設置
補助金制度のご案内

　
税
務
署
窓
口
の
相
談
は
、
事
前
予
約

が
必
要
で
す
。
相
談
で
来
署
す
る
場
合
、

税
務
署
に
事
前
に
電
話
し
、
相
談
予
約

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

　
☎
0
5
7
0‐

00‐

5
9
0
1

　
（
全
国
一
律
料
金
）

　
音
声
案
内
に
沿
っ
て
「
1
」
〜
「
6
」

　
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
1
」
…
所
得
税

　
「
2
」
…
源
泉
徴
収
・
年
末
調
整
・
支

　
　
　
　
払
調
書

　
「
3
」…
相
続
税・贈
与
税・譲
渡
所
得
・

　
　
　
　
財
産
評
価

　
「
4
」
…
法
人
税

　
「
5
」
…
消
費
税
・
印
紙
税

　
「
6
」
…
そ
の
他

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署

　
☎
0
2
8
7‐

22‐

3
1
1
5

　
（
自
動
音
声
案
内
「
2
」
を
選
択
）

　
国
税
に
関
す
る
相
談
・
質
問
に
つ
い

　
て
は
、
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
の

　
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
売
却
方
法　
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
て
行
う
競
争
入
札

▼
売
却
物
件
の
内
容　
日
野
25
人
乗
り

バ
ス
1
台

▼
参
加
申
込
期
間　
7
月
12
日
㈮

　
午
後
１
時
〜
31
日
㈬
午
後
２
時

▼
入
札
期
間　
8
月
13
日
㈫
午
後
１
時

〜
15
日
㈭
午
後
11
時

▼
参
加
条
件
・
注
意
事
項　
入
札
に
参

加
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
登
録
が

必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
那
須
町　
公
有
財
産
売
却
」
で
検
索

▼
問
合
せ　
財
政
課
契
約
管
理
係

　
☎
72‐

6
9
0
2

国
税
に
関
す
る
相
談
は
事
前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す

公
有
財
産
の
売
り
払
い
の
お
知
ら
せ

補助金額（上限）区分

上記撤去作業を実施した場合に限る。

（2）撤去作業費
くみ取り式トイレ

10人槽
（2世帯住宅に限る）

7人槽

5人槽

単独処理浄化槽

（1）設置費

（3） 宅内配管工事

390,000円

474,000円

660,000円

100,000円

90,000円

300,000円


